
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度の重点項目 

ＤＶ防止にむけた啓発促進 

 ＜男女共同参画推進室・人権政策課・教育

総務課＞ 
若い世代の男女に対し、将来にわたり、ＤＶの

加害者にも被害者にもさせないために、広報等

を通じてＤＶ等の暴力被害防止に関する啓発活

動を行いました。市内の高校で行っている「デ

ートＤＶ防止講座」は新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、中止となりましたが、次年度

以降も継続して行っていきます。 

 

被害者の保護・自立支援制度の周知と情報 

提供  ＜男女共同参画推進室・市民課・こ 

ども課・防災安全課・高齢者サービス課・福 

祉課＞ 
ＤＶや児童虐待、高齢者虐待等の被害者に 

対し、その状況に応じて迅速な対応ができ 

るように関係機関と連携を図りながら、被 

害者の保護と自立のために情報提供を行い 

ました。専門の相談機関に引き継いだり、専 

門の相談窓口の情報を提供したりなどして、 

相談者が継続して支援が受けられるよう努め 

ました。 
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③ 地域における男女共同参画の推進 
豊かで活力あふれる地域を作っていくため 

には、性別に関わらず多様な生き方や個性が尊 

重され、互いに支えあう視点で課題をとらえ解 

決を図っていく必要があります。また、意思決 

定の過程と活動の現場に男女がともに参画し、 

責任を担うことも必要です。そのため、地域活 

動が、男女共同参画の視点をもって進められるよ

うに働きかけていきます。 

 

「男女共同参画プラン・ふくつ」に基づく参

画促進施策について、令和２年度は次の４つ

の重点項目を掲げて事業を進めました。 

 

①「男女がともに歩むまちづくり」に向けた

啓発の推進 
男女平等意識の形成に向けては、「男だから」

「女だから」という性別で特性を決めつけるこ

となく、一人ひとりの個性を互いに理解し尊重

する意識を醸成していくことが重要となりま

す。そのためには、家庭、地域、学校、職場な

どの多様な機会を通して「男女がともに歩むま

ちづくり」の啓発を進めなければなりません。

広報紙やホームページ等を通じた周知活動の

ほか、「男女がともに歩むまちづくり基本条

例」、「男女共同参画宣言都市・ふくつ」のＰＲ

活動に取り組みました。また、「指名競争入札

参加資格審査申請」時における事業所に向けた

啓発活動、「男女平等教育委員会」等の各種委

員を設置し、これらの委員を通じた周知・啓発

活動にも力を入れました 

 

② 暴力や虐待を許さない環境づくりの推進 
新型コロナウイルスの感染防止に伴い、ドメス

ティック・バイオレンス等（ＤＶ）の被害の増

加や深刻化が懸念されています。市ではあらゆ

る暴力を重大な人権侵害として認識し、暴力を

許さない社会をつくるための意識啓発を進めま

した。 

また、関係課で構成される「ＤＶ等連絡会議」

を設置し、関係機関との連携のもと、被害者の 

保護や自立支援に迅速に対応するとともに、誰

もが安心して相談できるよう相談体制の充実を 

図りました。 

 

男女がともに歩むまちづくり基本条例に基

づく啓発冊子等の活用 

 ＜男女共同参画推進室＞ 
主催事業や出前講座などの機会を通じて、

冊子を啓発資料として活用しました。 

その際、男女共同参画に関わる新たな課題

等があれば、随時追加して伝えていきました。 

 

男女共同参画宣言都市関連事業の充実  

＜男女共同参画推進室＞ 
公益財団法人福岡県女性財団代表理事の吉

廣啓子さんによる「男女共同参画都市宣言記

念講演会」をはじめ、「男女がともに歩む一行

詩」の優秀作品表彰、「男女がともに歩むまち

づくり推進モデル」の推奨などにより、広く

市民への周知を行いました。 

 

男女共同参画推進状況報告書の受付及

び公表  ＜男女共同参画推進室＞ 
男女がともに歩むまちづくり基本条例第６条 

第３項に基づき、指名競争入札参加資格申請 

を行う事業所に報告書の提出を求めました。 

報告内容については、集計後、ホームページ 

に掲載し、男女共同参画推進施策の周知・啓 

発を行います。 
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④ 家庭生活を支援する環境づくりの促進 
共働き世帯の増加や、価値観・ライフスタイ

ルが多様化する中では男女が対等なパートナ

ーとして互いに協力しながら、調和のとれた

生活ができることが重要となります。また、

「女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律」が掲げる女性の活躍のためには、それ

を実現できる環境を作る意味でも、女性に負

担が偏りがちな家事・育児・介護などについ

て、男性もともに担うことが必要です。各種講

座や学習会における男性向けのプログラムを

充実させ、男性の家事・育児・会介護などへの

参画機会を提供するとともに、啓発資料や講

演会等を活用し、家庭内での協力を促す取り

組みを進めます。 

 

地域活動を担う団体への啓発推進 

  ＜男女共同参画推進室＞ 
 男女共同参画推進員や郷づくり事務局員

を通じて、男女共同参画講座など市が実施す

る事業についての情報提供を行い、参加を呼

びかけました。 

 

「男女共同参画地域推進員」との共働 

 ＜郷づくり支援課、男女共同参画推進

室＞ 
郷づくり推進協議会の全ての地域（８地

域）に設置された「男女共同参画地域推進員」

を中心に、地域における男女共同参画の理解

促進のため、地域推進員会議や講座、コロナ

禍のためにオンライン開催となったあすば

るフォーラムへの参加等の学習の機会を設

けました。 

男性を対象にした講座の実施   

＜子育て世代包括支援課・男女共同参画

推進室＞ 

 「プレパパ講座」は新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止となりましたが、次年

度以降も継続して行っていきます。中学生を

対象にした「妊娠・出産の知識に関する授業

等への機会を活用し、ともに支え合う育児の

啓発に取り組みました。 

 

ワーク・ライフ･バランスの推進   

＜男女共同参画推進室＞ 
家事や育児への積極的な参画を促し、仕事

と生活の両立を図るため、「パパ養成講座」を

実施し、ワーク・ライフ・バランスの推進や啓

発を行いました。 

 


